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小
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議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
那
覇
市
情
報
公
開
処
分
取
消
訴
訟
に
関
わ
る
文
書
の
秘
密
指
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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三

〇

号



衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
那
覇
市
情
報
公
開
処
分
取
消
訴
訟
に
関
わ
る
文
書
の
秘
密
指
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
い
わ
ゆ
る
公
権
力
の
行
使
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七

年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
権
力
の
行
使
と
は
、
国
民
の
権
利
義
務
等
に
直
接
か
つ
具
体
的
に

法
律
上
の
影
響
を
及
ぼ
す
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
秘
密
保
全
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十

三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
二
号
。
以
下
「
訓
令
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
秘
密
区
分
の
指
定
及
び
「
取
扱
い
上
の
注
意
を
要
す

る
文
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
昭
和
五
十
六
年
三
月
二
日
防
防
調
一
第
九
百
四
十
八
号
）
に
基
づ
く
取
扱
い

上
の
注
意
を
要
す
る
文
書
等
の
表
示
は
、
国
民
の
権
利
義
務
等
に
直
接
か
つ
具
体
的
に
法
律
上
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は

な
い
こ
と
か
ら
、
同
法
に
規
定
す
る
公
権
力
の
行
使
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
る
。

二
に
つ
い
て

国
側
が
沖
縄
県
那
覇
市
に
対
し
て
公
開
す
る
旨
の
決
定
の
取
消
し
を
求
め
た
文
書
に
つ
い
て
訓
令
に
基
づ
く
秘
密
区
分
の

指
定
を
行
っ
て
い
な
い
理
由
に
関
し
て
は
、
御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
那
覇
市
情
報
公
開
処
分
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
国
側
は
、

一



「
防
衛
庁
の
関
係
職
員
に
つ
い
て
み
る
と
、
設
計
図
の
内
容
を
知
り
得
る
の
は
、
こ
れ
を
取
り
扱
う
特
定
の
職
員
に
限
定
さ

れ
る
上
、
こ
れ
ら
職
員
は
設
計
図
に
秘
密
が
含
ま
れ
得
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
従
来
か
ら
適
切
な
管
理
を
行
っ
て
お
り
、

ま
た
、
そ
の
漏
洩
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
法
五
九
条
一
項
の
適
用
を
受
け
る
」
等
の
主
張
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


